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【事案の概要】
１　特許庁における手続の経緯等

（１）　被告（有限会社テクノム）は、以下の商標
（登録第5614453号。以下「本件商標」という。）
の商標権者である（甲16、17）。

商標　　　　「らくらく」（標準文字）
登録出願日　平成25年４月17日
登録査定日　平成25年８月12日
設定登録日　平成25年９月13日
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登録商標「らくらく」無効審決取消請求事件
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指定商品　　第20類「家具、机類」
（２）　原告Ｘは、平成30年６月20日、本件商標に

ついて商標登録無効審判を請求した。
（３）　特許庁は、上記請求を無効2018－890044号

事件として審理を行い（以下「本件審判」とい
う。）、平成31年３月26日、「本件審判の請求は、
成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の
審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄
本は、同年４月４日、原告に送達された。

（４）　原告は、平成31年４月25日、本件審決の取
消しを求める本件訴訟を提起した。

２　本件審決の理由の要旨

本件審決の理由は、別紙審決書（写し）のとお
りである。要するに、「らくらく」の文字からなる
引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定
時において、原告の業務に係る商品を表示するも
のとして需要者の間に広く認識されていたものと
は認めることはできず、本件商標は商標法４条１
項10号に該当するものとはいえない、というもの
である。

３　取消事由

商標法４条１項10号該当性判断の誤り

【判　　断】
１　商標法４条１項10号該当性判断の誤りについて

（１）　商標の類否判断

商標の類否は、対比される両商標が同一又
は類似の商品に使用された場合に、商品の出所
につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かに
よって決すべきであるが、それには、そのよう
な商品に使用された商標がその外観、観念、称
呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想
等を総合して全体的に考察すべく、しかも、そ
の商品の取引の実情を明らかにし得る限り、そ
の具体的な取引状況に基づいて判断するのが
相当である（最高裁昭和39年（行ツ）第110号
同43年２月27日第三小法廷判決・民集22巻２号
399頁参照）。

（２）　認定事実

証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の
事実が認められる。
ア　原告は、屋号「住友産業」として、正座用

の椅子の販売を行っており、遅くとも昭和63
年ころから原告商品を製造販売している（乙
５の１）。

原告商品の販売数は、平成12年及び平成
15年から平成25年で、合計74万6136個である

（甲１、２）。
原告商品は、正座をする際に臀部の下に敷

き、その上に腰を下ろして正座をすることに
より、体重が分散され、膝にかかる負荷が小
さくなるため、足の痺れや膝頭の痛みが緩和
され、楽に正座をすることができるという正
座補助具である（甲12の２、弁論の全趣旨）。
原告は、後記の原告商品の広告等において、

「足のシビレ　ヒザ頭の痛みに」（甲３の２〜
４）、「足のシビレ　ヒザ頭の悪い方に」（甲
４の２〜４）などの文言を付し、足の痺れや
膝頭の痛みが緩和され、楽に正座をすること
ができる椅子として、原告商品を宣伝広告し
ている。

イ　原告が販売する原告商品の包装箱には、「ら
くらく椅子」（甲８の１〜４・６・７）、「らく
らく正座椅子」（甲８の５）又は「らくらく
二段正座椅子」（甲８の８）の文字が付されて
いる。

ウ　広告宣伝等
（ア）　平成14年１月から平成18年12月までの

間に、「らくらく正座椅子」（甲３の２〜５、
４の２〜14、５の１〜15、６の２〜18、７
の２〜23）、「らくらく万能座椅子」（甲３
の１、６の１・12、７の１・16）、「らくら
く万能正座椅子」（甲６の６）、「らくらく
椅子」（甲７の16）との標章とともに原告商
品の写真等を掲載した広告が、生活産業新
聞に合計75回掲載された（甲３の１〜甲７
の23）。

（イ）　平成17年６月10日発行の「2005〜2006　
生活用品　品目別　企業便覧」（甲９の１）、
平成22年11月10日発行の「生活産業企業
名鑑2011」（甲９の２）、平成16年４月発行
の「50音別電話帳　吉野川市版2004年版テ
レ＆パル50」（甲11）にも、「らくらく正座
椅子」（甲９の１・２、11）、「らくらく万能


